
平成 22 年度税制改正（租税特別措置）要望事項（新設・拡充・延長） 

（厚生労働省） 

制 度 名 国外関連者との取引に係る課税の特例（移転価格税制） 

税 目 法人税 

要

望

の

内

容 

 

納税者と外国子会社等との間に経営上の重要事項を決定する支配従

属関係がないにも関わらず当該子会社が移転価格税制の課税対象とさ

れないよう、国外関連者要件等について実態に即した見直しを行う。 

 

 

減収見込額 
（平年度） 

    

―  百万円 

（―） 

 



新

設

・

拡

充

又

は

延

長

を

必

要

と

す

る

理

由 

(1) 政策目的 

外国と我が国の課税権の調整を図る移転価格税制の執行にあたり、
我が国企業の国際展開の妨げにならないようにすること。 

(2) 施策の必要性 

我が国は今後少子高齢化の進展に伴う国内市場の縮小が見込まれる

ことから、我が国企業がより一層積極的に海外市場を獲得し、得た利

益を国内に還流し、さらなる国内でのイノベーションにつなげること

が、我が国の成長戦略となっている。特に、製薬企業においては、海

外で得た利益を継続的に研究開発へ投資し、世界最高水準の医薬品を

国民に迅速に提供することが期待されている。 

今後も我が国が好循環の成長モデルを持続的に実現するためには、
我が国企業の積極的な海外展開を阻害するような課税リスクを極力排
除していくことが必要。 

この点、移転価格税制は、その執行にあたり一時的に国際的二重課
税を生じさせることが予め一定程度想定されており、またその二重課
税回避のためには膨大な労力と時間を要することから、企業にとって
は重大な課税リスクを伴う制度。 

とりわけ、我が国企業が外国子会社等への支配力を有さない場合
に、これを国外関連者と認定して移転価格税制の適用対象とすること
は、企業に不必要に国際的二重課税のリスクを負わせ、積極的な海外
展開を阻害することから、国外関連者要件等を実態に則して見直す必
要がある。 

(3) 要望の措置の妥当性 

我が国企業が外国子会社等への支配力を有さない場合に、これを国

外関連者と認定して移転価格税制の適用対象とし、企業に国際的二重

課税のリスクを負わせることは不適当であり、企業の積極的な海外展

開を阻害することから、適切な対応を図ることが妥当である。 

 

 

今

回

の

要

望

に

関

 

政策評価体  

系における     

位 置 付 け 

 
(基本目標Ⅰ) 
安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進する 
こと。 
 

(施策目標９) 
新医薬品・医療機器の開発を促進するとともに、医薬品産業等の振 
興を図ること。 
 

(施策目標９－１) 
新医薬品・医療機器の開発を促進するとともに、医薬品産業等の振 

興を図ること。 
 

政 策 の 

達成目標 

 
海外で得た利益を研究開発につぎこみ、画期的な医薬品、医療機器

等の開発を促進することにより、治癒率の向上、患者の QOL の向上を
図ること。 
 



租税特別措 

置の適用又 

は延長期間 

 
 
恒久措置 
 
 

同上の期間中

の 達成 目 標 

 
海外で得た利益を研究開発につぎこみ、画期的な医薬品、医療機器

等の開発を促進することにより、治癒率の向上、患者の QOL の向上を
図ること。 
 

当該要望項目

以外の税制上

の 支援 措 置 

 
 
なし 
 
 

予算上の措置

等 の要 求 内 

容 及び 金 額 

 
 
なし 
 
 

上記の予算 

上の措置等 

と要望項目

と の 関 係 

 
 
なし 
 
 

こ
れ
ま
で
の
租
税
特
別
措
置
の
適
用
実
績
と
効
果
に
関
連
す
る
事

項 

政 策 の   

達成状況 

 
 
なし 
 
 

租税特別措置

の 適用 実 績 

 
 
なし 
 
 

租税特別措置

に よる 政 策 

の達成目標の 

実 現状 況 等 

 
 
なし 
 
 

前回要望時 

の達成目標 

 
 
なし 
 
 

前 回要 望 時 

からの達成度

及 び目 標 に 

達していない 

場 合の 理 由 

 
 
なし 
 
 

これまでの 

要 望 経 緯 

 
なし 
 

 


